
















































令和３年３月秦野市議会第１回定例会　主なスケジュール

【本会議・代表質問】

日時 内容 対応

３月３日(水)
　午前９時～

代表質問

３月４日(木)
　午前９時～

代表質問

【本会議・議案審議】

日時 内容 対応

３月５日(金)
　午前９時～

議案審議

【対策会議】
１ 日時・場所
　 ３月２日(火)　午後１時30分～　３Ａ会議室
２ 質問内容等の聞取り結果の報告
　 様式に記入し、３月１日(月)午後５時までに総合政策課へ
 メールしてください。

【答弁書の提出】
１ 期限
　 ３月３日(水)　午後５時
２ 提出方法
　 総合政策課へデータをメールしてください。

【答弁書の提出】
１ 期限
　 ２月24日(水)　正午
２ 提出方法
　 データを次のフォルダに保存してください。
（H:\0110政策部\011000政策部共有\000総合政策課\0102議会
　\02_代表質問\R3代表質問\R3代表質問答弁書（案）会派別
　フォルダ）

【答弁内容の調整】（予定）
① ２月26日(金)　午後１時30分～　３Ａ会議室
　 自民党・新政クラブ、創和会の読合せ

② ２月27日(土)　午前9時～　３Ａ会議室
　 前日の修正確認及び公明党、市民クラブ、共産党の読合せ

③ ３月１日(月)　午前9時30分～　３Ａ会議室
 　前日の修正確認及び最終確認
 ※　答弁に関係する課等の長は、出席してください。

資 料
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【常任委員会】

日時

３月８日(月)
　午前９時～

３月９日(火)
　午前９時～

３月10日(水)
　午前９時～

３月11日(木)
　午前９時30分～

３月15日(月)
　午前９時30分～

３月16日(火)
　午前９時30分～

【本会議・一般質問】

日時 内容 対応

３月18日(木)
　午前９時～

３月19日(金)
　午前９時～

文教福祉常任委員会
予算決算常任委員会・補正予算（文教福祉分科会）

環境都市常任委員会
予算決算常任委員会・補正予算（環境都市分科会）

一般質問

【対策会議】
１ 日時・場所
　 ３月12日(金)　午後１時30分～　３Ａ会議室
２ 質問内容等の聞取り結果の報告
　 様式に記入し、３月11日(木)午後５時までに総合政策課へ
 メールしてください。

【答弁書の提出】
１ 期限
 (1) ３月18日(木)開催分
　　 ３月16日(火)　午前９時～10時　※女子厚生室
 (2) ３月19日(金)開催分
　　 ３月17日(水)　午前９時～10時　※男子厚生室
２ 提出方法
   紙原稿により12部を提出するほか、総合政策課へデータを
 メールしてください。

内容

予算決算常任委員会・令和３年度予算（総務分科会）

予算決算常任委員会・令和３年度予算（文教福祉分科会）

予算決算常任委員会・令和３年度予算（環境都市分科会）

総務常任委員会
予算決算常任委員会・補正予算（総務分科会）
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部長会議付議事案書（報告） 

（令和３年２月１５日） 

提案課名 文書法制課   

報告者名 香坂 修    

事案名 行政文書の適正管理に係る基本方針案について   資料 有 

提
案
趣
旨 

行政文書の管理に当たっては、「秦野市文書等の取扱いに関する規程」に基づ

き、適切に行うこととなっていますが、取扱いのルールが徹底しきれていない状況

が見受けられます。 

また、永年保存文書の蓄積や新たな事務の発生などに伴う保存文書量の増加、文

書庫のスペース不足や老朽化、文書庫以外に確保している倉庫における非効率な利

用などの課題があります。 

こうした課題に適切に対応し、行政文書を適切に保存するため「行政文書の適正

管理に係る基本方針案」（資料１）を作成しましたので、報告するものです。 

概
要 

取組方針 

  (1) 文書取扱いルールの徹底 

(2) 保存文書量の将来推計を踏まえた取組の推進（資料２参照） 

   ア 保存文書の発生・増加の抑制 

   イ 最適な文書保存スペースの確保と使用 

(3) マイクロフィルム化から電子データ化への移行（資料３参照） 

  (4) 本庁舎以外の文書庫の取扱い 

経
過 

平成３０年 ２月 行政文書の適正な管理・保管に向けた庁内説明会 

       １１月 行政文書の適正な管理及び収受文書の取扱いルールに係る 

文書等取扱主任説明会 

令和 元年 ６月 文書の管理状況に係る点検（～令和２年１月） 

令和 ２年 ７月 文書の管理状況に係る点検（～９月） 

         二市組合旧事務所棟倉庫の整理の開始（財産管理課及び 

使用課と共同実施） 

       １０月 歴史的資料の在り方に係る生涯学習課との打合せ 

       １２月 基本方針案に係る財産管理課との打合せ 

           基本方針案に係る各課意見の照会 

 報告２ 
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今
後
の
進
め
方 

令和２年度 「行政文書の適正管理に係る基本方針」の策定 

保存スペースの拡充・最適化の推進（継続実施） 

令和３年度 保存年限の在り方の検討 

      マイクロフィルム化から電子データ化への移行 

文書管理システム（電子決裁）の導入準備（運用基準、マニュアル等 

の整備） 

令和４年度 保存年限の改正・運用開始（改正の際には、政策会議付議） 

      文書管理システム（電子決裁）の運用開始 

令和５年度 文書管理システム（電子決裁）の適正運用の推進 
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行政文書の適正管理に係る基本方針案 

令和３年２月１５日  

文書法制課  

 

 行政文書の増加に対応するとともに、それに伴い不足する保存スペースを確

保するため、現状や課題を踏まえ、目的を明確にして行政文書の適正管理に係

る取組を推進するため、基本方針を定めるものです。 

 

１ 現状と課題 

行政文書の保管又は保存（以下「保存」という。）については、「秦野市

文書等の取扱いに関する規程」に基づき適切に行うこととなっていますが、

次に掲げる課題があります。 

 (1) 文書取扱いルールの不徹底 

文書の管理状況に係る点検を開始する前（平成３０年度以前）に課題で

あった事項は改善されつつありますが、キャビネットの整理・保管、未処

理文書に係る懸案フォルダの活用などのルールが徹底しきれていない状況

にあります。 

(2) 保存文書の増加 

   保存文書は、廃棄されることのない永年保存文書の蓄積、マイナンバー

制度や各種給付金などの新たな事務の発生、制度改正に伴う保存年限の延

長などにより増加しており、いずれは本市の保存スペースが限界に達する

おそれがあります。 

 (3) 保存場所における課題 

  ア 文書庫 

    本庁舎の文書庫は、次の２か所ですが、それぞれ次のような課題があ

ります。  

(ｱ) 第１文書庫（本庁舎地下） 

ａ 毎年、保存年限の経過により廃棄した分とほぼ同量の文書が新た

に引き継がれるため、スペースに余裕が少なく、棚に収容しきれて

いない文書があります。 

ｂ 温度変化が少ない場所ですが、浸水しやすい地下にあります。 

(ｲ) 第２文書庫（本庁舎北側倉庫・コンテナ） 

ａ 倉庫及びコンテナ（３基）は、それぞれ昭和４０年１０月、平成

資料１ 
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９年６月に設置されたものですが、いずれも耐用年数を超過してい

ます。 

ｂ 床材などに経年劣化が見られます。また、完全に密閉されていな

い状態で、大雨の際には雨水の吹込みがあり、床面が湿ることがあ

ります。 

なお、文書庫の設置時期や雨水の吹込み等については財産管理課

も認識していますが、今後の修繕、建替え等については未定です。 

  イ 二市組合旧事務所棟倉庫 

    行政文書や物品の保存スペース不足を解消するため、秦野市伊勢原市

環境衛生組合との使用貸借協定（主管課：財産管理課）により、平成 

２５年５月から、二市組合旧事務所棟の３階の一部を使用しています。 

    約２，６００箱（１箱当たり１２冊計算）が保存可能となっています

が、正しい綴り方により保存されていないこと、保存年限を経過した行

政文書が置かれていること、行政文書以外の資料や物品が置かれている

ことなどにより、そのスペースを十分に活用しきれていないといった課

題があります。 

  ウ 西庁舎４階倉庫 

    建築指導課及び教育総務課が各１部屋ずつ使用しています。 

    建築指導課使用の倉庫は、書棚の設置により有効に活用されています

が、教育総務課使用の倉庫は、永年保存文書や関係資料、使用していな

いキャビネット等が、移動先の調整ができず、残されています。 

エ 事務室 

各課事務室の面積又はキャビネットの数が十分でないため、キャビネ

ットに保存しきれない文書が、やむを得ず机上や棚上で保存されていま

す。 

 

２ 取組の目的 

(1) 説明責任の遂行 

市民共有の知的資源である行政文書を適切に保存し、市民への説明責任

を果たします。 

 (2) 行政事務の効率化 

文書情報を効率的に利用できるよう文書を系統的に整理・保存するとと

もに、保存文書の発生及び増加を抑制し、行政事務の効率化を図ります。 
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３ 取組方針 

  課題と取組の目的を踏まえ、次の方針により取り組んでいきます。 

 (1) 文書取扱いルールの徹底 

既に取組を進めている文書の管理状況に係る点検（自己点検及び実地点

検）、新採用職員及び文書等取扱主任を対象とした研修会などを継続的に

実施し、文書取扱いルールの徹底を図ります。 

 (2) 保存文書量の将来推計を踏まえた取組の推進 

   概ね２０年後（令和２２年）の保存文書量を推計し、その推計を踏まえ

た次の取組を推進します。 

ア 保存文書の発生・増加の抑制 

   (ｱ) 電子化の推進 

令和５年１月から統合内部事務システムに追加予定である文書管理

システム（電子決裁機能を含む。）により、起案文書の電子化を推進

することで、保存文書の発生と増加を抑制します。 

   (ｲ) 保存年限の在り方の見直し 

国、県及び県内１１市が最長の保存年限を３０年又は２５年として

いることから、最適な保存年限の在り方について見直しを進めるとと

もに、歴史的資料の在り方の検討を進めます。 

  イ 最適な文書保存スペースの確保と使用 

行政文書を文書庫等で適正に保存するため、文書庫等ごとに、次の取

組を進めていきます。 

   (ｱ) 第１文書庫 

     本庁舎内にあることから、利用頻度が高い文書を優先的に保存しま

す。また、地下という設置場所から浸水被害の可能性を考慮し、永年

保存文書を中心に、より重要度が高いものについて、他の文書庫等へ

の移動を検討します。 

   (ｲ) 第２文書庫 

     耐用年数を超過していることから、使用停止について、財産管理課、

市民税課及び債権回収課と検討します。   

(ｳ) 二市組合旧事務所棟倉庫 

建物としては、最低でも今後１０年間は耐用できることから、継続

して使用することとし、使用している関係課と協力して不要な資料、

物品等を整理するとともに、財産管理課の協力を得て、文書庫として
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の機能の拡充を図ります。 

(ｴ) 西庁舎４階倉庫 

     建築指導課使用の倉庫については、適正な保存状態の維持に努めま

す。 

     教育総務課使用の倉庫については、保存している行政文書の教育庁

舎への移動及び他の行政文書の保存スペースとしての活用について、

財産管理課とともに検討します。 

(3) マイクロフィルム化から電子データ化への移行 

マイクロフィルム化の持続可能性、電子データ化のメリット、他自治体

の状況等を総合的に勘案し、マイクロフィルム化を休止し、電子データ化

を進めるものとします。 

 (4) 本庁舎以外の文書庫の取扱い 

   現在、庁舎外では、上下水道局文書庫、消防本部文書庫、環境資源対策

課文書庫及び保健福祉センター文書庫の４か所を管理しています。 

   庁舎外４か所の文書庫は、それぞれの管理責任者である経営総務課長、

消防総務課長、環境資源対策課長及び地域共生推進課長が中心となり、文

書庫及び行政文書の適正管理に取り組んでいます。 

   本基本方針では、個別の庁舎で管理されている保存スペースについては、

管理している各課において、引き続き適正に管理されるべきとの考えのも

と、保存文書量の将来推計からは除外しています。 

   ただし、文書取扱いルールは、全ての課において共通して徹底されるよ

う、文書法制課が中心となり、取り組んでいきます。 
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４ 今後の取組スケジュール 

年度 内容 

R02 
・行政文書の適正管理に係る基本方針の策定 

・保存スペースの拡充・最適化の推進 

R03 

・保存年限の在り方の検討 

・マイクロフィルム化から電子データ化への移行 

・文書管理システム（電子決裁）の導入準備（運用基準、マニュ

アル等の整備） 

R04 
・保存年限の改正・運用開始 

・文書管理システム（電子決裁）の運用開始 

R05 ・文書管理システム（電子決裁）の適正運用の推進 
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保存文書量等の将来推計 

令和３年２月  日  

文書法制課  

 

１ 将来推計の概要 

  保存文書量は、特別な対策を施さない場合、令和７年度には、文書庫等の

スペースに不足が生じ、２０年後の令和２２年度には、約７１０箱分の不足

が見込まれます。（Ｐ２上段の表参照） 

このため、文書管理システムの導入に伴う電子決裁化により保存文書の発

生を抑制すること（約５９０箱の削減）や、既存の文書庫等の有効活用によ

り新たなスペースを確保すること（約２２０箱分）に取り組みます。 

こうした対策を実施することで、令和２２年度における文書庫等の余裕ス

ペースとして、約１００箱分を確保できる見込みです。（Ｐ５の表参照） 

 

２ 保存文書量の将来推計（保存文書の削減策を実施しない場合） 

(1) 市全体（各課事務室での保存文書量を含み、庁舎外の文書を除く。） 

（単位：箱）   

 R2 R7 R12 R17 R22 
増減 

(R2→R22) 

3 年 保 存 200 210 210 220 230 30 

5 年 保 存 1,490 1,630 1,570 1,570 1,570 80 

1 0 年 保 存 740 1,060 1,220 1,320 1,420 680 

永 年 保 存 2,480 2,580 2,690 2,790 2,890 410 

そ の 他 641 695 726 756 766 125 

市全体合 計 5,551 6,175 6,416 6,656 6,876 1,325 

R 2 比 増 減 － 624 865 1,105 1,325 － 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 
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 (2) 文書庫等の保存文書量と容量 

（単位：箱）  

 R2 R7 R12 R17 R22 
増減 

(R2→R22) 

保 存 文 書 量 4,781 5,405 5,646 5,886 6,106 1,325 

文書庫等容量 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 0 

余 裕 容 量 619 ▲5 ▲246 ▲486 ▲706 ▲1,325 

   ※ 文書庫等とは、第１文書庫、第２文書庫、（本庁舎北側倉庫・コンテナ）、 

    西庁舎４Ｆ倉庫、二市組合旧事務所棟倉庫をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考：新規事業・制度改正による保存文書量の増加（再掲）＞ 

（単位：箱） 

 R2 R7 R12 R17 R22 

特別定額給付金（5 年保存） － 60 0 0 0 

マイナンバー （10 年保存） － 170 200 200 200 

建築確認   （15 年保存） － 50 80 110 120 

長期優良住宅 （永年保存） － 30 60 90 110 

合   計 － 310 340 400 430 

  ※ 令和２年時点で文書庫等に保管しているものを除いた文書量 
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３ 文書庫及び倉庫の容量 

書庫等の名称 
面積 

（㎡） 

容量（箱） 

現状 R3年度以降 増減 

第１文書庫（本庁舎地下） 142.40 2,200 2,200  

第２文書庫（本庁舎北側） 38.88 50 0 ▲50 

コンテナ（３基分） 43.92 300 0 ▲300 

西庁舎４階倉庫（建築指導課） 26.36 300 300  

西庁舎４階倉庫（教育総務課） 21.46 0 170 170 

二
市
組
合 

第１倉庫 11.39 50 50  

第２倉庫（会議室） 107.23 500 900 400 

第３倉庫（分析室） 56.69 1,000 1,000  

第４倉庫（食堂） 71.80 700 700  

その他倉庫①（更衣室） 25.89 200 200  

その他倉庫②（休憩室） 18.49 100 100  

合 計 564.51 5,400 5,620 220 

 【二市組合倉庫について】 

   令和２年に二市組合に今後の使用の可否を確認したところ、１０年程度は問題なく使

用できるとのことであったため（昭和６０年（１９８５年）２月１５日固定台帳登録）、

財産管理課と連携し、物品の保管場所の変更を推進し、文書保存スペースの確保に努め

ます。 

 

４ 保存文書の削減策による削減見込み 

(1) 文書管理システムの導入による保存文書の発生の抑制 

  ア 一般起案文書の削減量 

先行導入市の削減実績（平成２２年度から令和元年度までの各年度に

引き継いだ文書量における、導入前の平成２０年度に発生した文書量と

の比較値の平均で、マイナス５パーセント）を参考値としたうえで、努

力目標を加え、保存文書量推計値の約１０パーセントの削減を見込みま

す。 

イ 財務伝票関係の削減量 

令和２年度に第１文書庫に引き継いだ支出命令（１０年保存）の文書

量が約４０箱であることから、保存が必要な請求書等を除く、起案用紙

分の削減効果として半数の２０箱を見込みます。 

また、各課で起票する支出負担行為伺（５年保存）の文書量も、概ね
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同数とみなし、２０箱の削減効果を見込みます。 

 (2) 保存年限の在り方の見直しによる永年保存文書の増加の抑制 

   国及び神奈川県や、県内１９市のうち１１市では永年保存を廃止し、保

存期間の最長を３０年（一部２５年）とし、歴史的資料を除き廃棄してい

ます。 

永年保存の見直しに当たっては、歴史的資料の位置付け（基準）を整理する

必要があるため、本市においても、他市等の基準を参考に生涯学習課の協

力のもと、保存年限及び歴史的資料の在り方の検討を進めます。 

   なお、他市等の事例から見ても、この取扱いにより文書量が明確に削減

されるものとは言えないことから、推計値には反映しないこととします。 

 

５ 削減効果を踏まえた保存文書量の推計 

(1) 市全体（各課事務室での保存文書量を含み、庁舎外の文書を除く。）  

（単位：箱）   

 R2 R7 R12 R17 R22 
増減 

(R2→R22) 

3 年 保 存 
200 

(200) 

192 

(210) 

189 

(210) 

198 

(220) 

207 

(230) 

7 

(30) 

5 年 保 存 
1,490 

(1,490) 

1,522 

(1,630) 

1,333 

(1,570) 

1,333 

(1,570) 

1,333 

(1,570) 

▲157 

(80) 

1 0 年 保 存 
740 

(740) 

1,005 

(1,060) 

1,021 

(1,220) 

1,028 

(1,320) 

1,118 

(1,420) 

378 

(680) 

永 年 保 存 
2,480 

(2,480) 

2,578 

(2,580) 

2,683 

(2,690) 

2,778 

(2,790) 

2,873 

(2,890) 

393 

(410) 

そ の 他 
641 

(641) 

631 

(695) 

662 

(726) 

692 

(756) 

702 

(766) 

61 

(125) 

市全体合 計 
5,551 

(5,551) 

5,928 

(6,175) 

5,888 

(6,416) 

6,029 

(6,656) 

6,233 

(6,876) 

682 

(1,325) 

R 2 比 増 減 － 
377 

(624) 

337 

(865) 

478 

(1,105) 

682 

(1,325) 
－ 

削 減 数 － ▲247 ▲528 ▲627 ▲643 － 

削 減 率 － ▲4.0％ ▲8.2％ ▲9.4％ ▲9.4％ － 

※ 上段は削減後の保存文書量、（ ）内は削減がなかった場合の保存文書量 
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(2) 文書庫等での保存文書量  

（単位：箱） 

 R2 R7 R12 R17 R22 
増減 

(R2→R22) 
取組効果 

保存文書量 
4,781 

(4,781) 

5,213 

(5,405) 

5,173 

(5,646) 

5,314 

(5,886) 

5,518 

(6,106) 

737 

(1,325) 
▲588 

文書庫等容量 
5,400 

(5,400) 
5,620 

(5,400) 
5,620 

(5,400) 
5,620 

(5,400) 
5,620 

(5,400) 
220 
(0) 

220 

余裕容量  
619 

(616) 
407 

(▲5) 

447 

(▲246) 

306 

(▲486) 

102 

(▲706) 

▲517 

(▲1,325) 808 

※ 上段は削減等の取組後の数量、（ ）内は削減等がなかった場合の数量 

 

６ 将来推計のまとめ 

 (1) 保存文書の増加量は、保存文書の削減策を実施しない場合、通常の増加

見込みに加え、マイナンバー申請書類及び特別定額給付金書類の発生並び

に建築関連書類の長期保存義務化に伴い、２０年後（令和２２年）におい

て、１，３２５（約６６箱／年）の増加となります。 

 (2) 削減効果により、２０年後の増加数は、対策を施さない場合より市全体

で６４３箱削減され、６８２箱（約３４箱／年）の増加となります。この

うち、文書庫等の保存文書量への効果は、５８８箱です。 

 (3) 保存スペースについては、既存の文書庫等の有効活用により、２２０箱

分のスペースを生み出します。 

 (4) これらの取組により、２０年後においても、約１００箱分の余裕スペー

スを確保することができます。（推計グラフは次頁参照） 
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行政文書のマイクロフィルム化から電子データ化への移行について 

 

令和３年２月  日  

文書法制課  

１ 検討結果の概要 

次の３点を踏まえ、今後は、マイクロフィルム化を休止し、電子データ化

を進めることとします。 

 (1) マイクロフィルムは、利用しづらく持続可能性に懸念があること。 

 (2) 情報通信技術の進歩により、デジタル化の流れは一層加速化されること。 

 (3) 他自治体等では、マイクロフィルム化を取りやめていること。 

 

２ 現 状 

 (1) 本 市 

直近３年間のマイクロフィルム化の実績は次の表のとおりですが、平均

で、文書法制課に引き継がれた永年保存文書の約５．２パーセントの実施

にとどまっています。     

 H29 年度 

(2017 年度) 

H30 年度 

(2018 年度) 

R 元年度 

(2019 年度) 
平 均 

マイクロ化冊数 6 冊 6 冊 7 冊 6.3 冊 

費 用 

(ﾃﾞｰﾀ化含む) 
358,541 円 353,689 円 402,416 円 371,549 円 

コマ数 

(ﾃﾞｰﾀ化含む) 
5,496 コマ 5,392 コマ 6,112 コマ 5,667 コマ 

引継冊数 

(永年保存) 
147 冊 101 冊 117 冊 122 冊 

マイクロ化率 4.1％ 5.9％ 6.0％ 5.2％ 

 

 (2) 他自治体 

県央８市のうち、現在もマイクロフィルム化しているのは、本市、大和

市及び海老名市の３市となっています。 

資料３ 
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マイクロフィルム化した場合の原本文書の取扱いは、大和市は廃棄し、

海老名市は、歴史的公文書に該当しない場合に廃棄しています。 

相模原市は、電子データ化のみを行っており、原本文書は、廃棄してい

ません。 

 (3) 国立国会図書館 

ホームページにおいて、「従来はマイクロフィルムやマイクロフィッシ

ュでの撮影が中心でしたが、平成２１年度以降の媒体変換は、原則として

デジタル化により実施します。」と掲載されています。 

 (4) 国立公文書館 

歴史公文書等保存方法検討報告書（平成２２年３月）では、「国内及び

諸外国における事例を調査した結果、（中略）代替物作成後も、原資料は

いずれの公文書館や図書館においても破棄せず保持し続けている」と報告

されています。 

 

３ マイクロフィルム化のメリットとデメリット 

 (1) メリット 

ア 適切に保管及びメンテナンスを行えば、１００年以上の長期保存が可

能なこと。 

イ 原本を廃棄できれば、保存スペースの削減につながること。 

ウ 原本と同様の効力（民事訴訟における証拠能力）が認められているこ

と。 

 (2) デメリット 

ア 費用が高額なこと。 

イ 別途調達が必要な専用機器（リーダ・プリンタ）でのみ参照や印刷が

可能であり、参照したい箇所を特定するのに時間を要し、利用しづらい

こと。 

ウ 専用機器及び維持補修部品の継続的な提供が不透明なこと。 

 

４ 電子データ化のメリットとデメリット 

 (1) メリット 

ア 費用がマイクロフィルムよりも安価なこと。 

イ パソコンで読取り及び印刷が可能であり、利用しやすいこと。 
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 (2) デメリット 

ア 電子媒体の耐用年数が２０年程度と短いこと。 

イ 原本と同様の効力（訴訟における証拠能力）が認められていないこと。 

    （原本の廃棄ができない、又はしづらい） 

 

５ メリット・デメリットの比較検討 

 (1) 費用 ⇒電子データ化 

電子データ化の方が安価である。 

 (2) 長期保存性 ⇒マイクロフィルム（電子媒体は代替措置あり） 

媒体としては、マイクロフィルムの方が優位だが、電子媒体（CD-ROM、

DVD）も定期的な複製処理により長期化が可能である。 

 (3) 保存スペース ⇒電子データ化 

マイクロフィルム正副２巻は、保存表紙１冊分の３分の１程度であり、

円盤１枚の電子媒体の方が省スペースである。 

 (4) 原本性（証拠能力） ⇒マイクロフィルム（絶対的ではない） 

マイクロフィルムは、民事訴訟では、証拠能力が認められているが、刑

事訴訟では、正写したことの証明があれば証拠能力が認められている。 

 (5) 利便性 ⇒電子データ化 

マイクロフィルム内に目次を付与することはできないが、電子データ化

では、目次を付与することができ、利便性が高い。 

 (6) 持続可能性 ⇒電子データ化 

マイクロフィルムは、専用機器の継続性に懸念がある。 

 

６ 検討結果 

上記の現状及び比較検討を踏まえ、今後は、次のとおり取り扱うこととし

ます。 

 (1) マイクロフィルム化は、利用しづらく持続可能性に懸念があること、情

報通信技術の進歩により、デジタル化の流れは一層加速化されること、他

自治体等では、マイクロフィルム化を取りやめていることを踏まえ、マイ

クロフィルム化を休止し、電子データ化を進めることとします。 

 (2) 電子データ化の対象文書の選択に当たっては、より利用頻度の高い文書

を優先することとします。 

 (3) 見直しに当たっては、マイクロフィルムが優位な長期保存性及び原本性
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を担保するため、次の対策をとることとします。 

ア 長期保存性 

媒体としての寿命がより長期な DVD を利用することとし、消失対策と

して、正本及び副本を作成するとともに、定期的に複製処理（作成後、

概ね１０年後）を行います。なお、参照や印刷等は、副本を利用します。 

イ 原本性 

電子データ化した紙媒体の原本は、廃棄せず、保存することとします

が、保存文書の在り方の見直しの中で、歴史的資料に該当しないものは

廃棄を進めます。 
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部長会議付議事案書（報告） 

（令和３年２月１５日） 

                     提案課名 農業振興課 開発指導課 

報告者名 北村正臣  澁谷 治 

事案名 
農業及び観光振興に有効な建築物（農家レストラン）の設置に

ついて 

     有 

資料 

     無 

提
案
趣
旨 

 現在策定中の「新総合計画」及び「都市農業振興計画」の主な施策の取組みとし

て掲げる農家レストランの設置促進、また、「表丹沢魅力づくり構想」における取

組事例の「地場産農産物等を活用した農家レストランの検討」及び「市街化調整区

域における観光資源に有効な建築などを認めていくルールの検討」を具現化し、よ

り一層の農業及び観光の振興を図るため、「秦野市農家レストランの設置の認定に

関する要綱」（以下「要綱」）及び「都市計画法第３４条第２号の運用基準」（以

下「運用基準」）を制定しますので、報告するものです。 

概
要 

１ 策定の背景 

(1) 生産緑地法及び農業振興地域の整備に関する法律の改正により、生産緑地

（市街化区域）及び農振農用地内（市街化調整区域）での農家レストランの設

置が可能となりました。 

(2) 市街化調整区域における建築可能な建築物については、都市計画法第３４条

各号により定められており、農家レストランは、地産地消の推進や観光周遊性

の向上が期待できることから、観光資源に有効な利用上必要な建築物に係る

「都市計画法第３４条第２号」に含めることで建築が可能となります。 

(3) 他法令に対応するため、本市における農家レストランの定義及び認定に関す

る手続きを要綱で定めるものです。 

２ 期待される効果 

(1) 市が認定した農家レストランが設置されることで、秦野産農産物の積極的な

PRや地産地消の推進及び農業者と市民との交流促進をはじめ、本市への誘客の

増加及び既存の観光施設との連携による周遊性の向上が期待されることから、

農業及び観光両面の振興を図ることが可能となります。 

(2) 新規就農者等が農家レストランの経営が可能となることで、農業経営の補完

的な側面も期待されます。 

概
要 

３ 秦野市農家レストランの設置の認定に関する要綱 資料１のとおり 

４ 観光資源の有効な利用上必要な建築物等に係る「都市計画法第３４条第２号」

の運用基準 資料２のとおり 

 報告３ 
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経
過 

平成２９年６月  生産緑地法の改正 

令和 ２年３月  農業振興地域の整備に関する法律施行規則の改正 

今
後
の
進
め
方 

令和 ３年４月１日 要綱及び運用基準の施行 

 



資料１ 

   秦野市農家レストランの設置の認定に関する要綱（案） 

（令和３年  月  日施行） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、秦野産農産物の積極的なＰＲ及び農業者と市民との交流

促進を図るとともに、「秦野市都市農業振興計画」に掲げる市民と流通業者

とが一体となった産地ブランドの構築による「秦野版地産地消」を推進する

ため、農業者による農家レストランの設置を認定することについて必要な事

項を定める。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「農家レストラン」とは、農業者が不特定多数の

者に対して、自らが生産し、又は本市において生産された農畜産物を主たる

材料として調理し、提供する施設をいう。 

 （設置の認定） 

第３条 農家レストランの設置の認定（以下「認定」という。）を受けようと

する者は、あらかじめ、その農家レストランを設置しようとする土地の所有

者から土地所有者等使用同意書（第１号様式）により、隣接土地所有者及び

農家レストランの運営の妨げとなる権利を有する者から隣接土地所有者等使

用同意書（第２号様式）により設置の同意を得るものとする。ただし、自ら

が所有する土地に設置しようとするときは、土地所有者等使用同意書による

同意は要しない。 

２ 認定を受けようとする者は、農家レストラン設置認定申請書（第３号様式）

に農家レストラン事業計画書（第４号様式）及び関係書類を添えて提出する

ものとする。 

３ 前項の規定による提出があったときは、別表に掲げる要件に基づいてその

内容を審査し、農家レストラン認定（不認定）通知書（第５号様式）により

認定の可否を通知する。 

４ 前項の認定をするときは、必要に応じて条件を付すことができる。 

５ 第３項の規定にかかわらず、秦野市暴力団排除条例（平成２４年秦野市条

例第３６号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第４号に規定する暴力団

員等又は第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者

による申請は、認定しない。 

 （事業計画の変更） 

第４条 第３条第３項の規定による認定を受けた者（以下「認定者」という。）
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は、その認定を受けた農家レストランの事業計画の変更をしようとするとき

は、農家レストラン事業計画変更申請書（第６号様式）に変更後の計画を記

載した農家レストラン事業計画書及び関係書類を添えて提出するものとする。

この場合において、その手続は、第３条（第２項を除く。）の規定を準用す

る。 

２ 前項後段の場合において、事業計画の変更に係る認定の可否は、農家レス

トラン事業計画変更認定（不認定）通知書（第７号様式）により通知する。 

 （事業の実施） 

第５条 認定者は、その認定に係る事業の全部又は一部を自ら実施することと

し、第三者に事業の全てを委託し、又は委任しないものとする。 

 （施設の維持管理） 

第６条 認定者は、農家レストランについて適正に維持管理するとともに、排

水、給水、換気等衛生上必要な処置をとるものとする。 

２ 認定者は、その認定を受けた農家レストランに係る苦情又は紛争について、

誠意をもって解決に当たるものとする。 

 （実績報告） 

第７条 認定者は、その認定を受けた農家レストランの毎年１月１日から１２

月３１日までの実績について、翌年の３月３１日までに農家レストラン実績

報告書（第８号様式）により報告するものとする。 

 （運営状況の確認） 

第８条 農家レストランの運営状況について確認が必要と認めるときは、認定

者に対して、その農家レストランの帳簿その他の書類の提出を求める。 

 （認定の取消し等） 

第９条 認定者が第３条第４項の規定により付した条件又は第４条から第７条

までの規定のいずれかに違反して運営を継続したときは、その認定を取り消

す。ただし、災害、天候不順等認定者の責めに帰さない理由による場合を除

く。 

２ 認定者は、農家レストランを廃業したときは、速やかに農家レストラン廃

業届（第９号様式）を提出するものとする。 

３ 認定者は、農地においてその認定を受けた農家レストランが第１項の規定

により認定を取り消され、又は農家レストランを廃業したときは、関係法令

に基づいてその農地を適正に利用するものとする。 
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   附 則 

 この要綱は、令和３年  月  日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

項 目 要 件 

１ 申請者 次のいずれかに該当すること。 

 (1) 農業者（市内に在住する農地法（昭和２７年法律第

２２９号）第５２条の２の規定により作成された「農

地台帳」に記載されている個人であって、農地を所有

しているもの又は農地を借りているもの及びそれらの

世帯員に限る。) 

 (2) 農地法第２条第３項に規定する農地所有適格法人 

 (3) 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５

号）第２０条の規定により利用権の設定若しくは移転

又は所有権の移転を受けた者 

 (4) 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第 

６０条の規定による認可を受けた農業協同組合 

２ 申請地  (1) 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律

第５８号）第８条第２項第１号に規定する農用地区域

内における同法第３条に規定する農用地等である場合

は、認定を受けようとする農家レストランが農業振興

地域の整備に関する法律施行規則（昭和４４年農林省

令第４５号）第１条第３号に掲げる施設に該当し、農

業用施設と認められる見込みがあること。この場合に

おいて、建物は、縁辺部に設置するよう努めるものと

する。 

 (2) 農地法第２条に規定する農地である場合は、転用の

見込みがあること（その農地が生産緑地である場合を

除く。）。 
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  (3) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条

に規定する市街化調整区域である場合は、観光資源

の有効な利用上必要な建築物等に係る「都市計画法

第３４条第２号」の運用基準（令和３年〇月〇日施

行）に適合していること。 

３ 営業内容 提供する食材の総量の５割以上が自ら生産した、若し

くは市内において生産された農畜産物であること又は仕

入れに要する金額の総額の５割以上が自ら生産した、若

しくは市内において生産された農畜産物に充てられてい

ること。 

４ 施設 次に掲げる項目の全てに該当すること。 

 (1) 農家レストランの敷地面積が原則１，０００平方

メートル未満であること（既存の建物を用途変更す

る場合を除く。）。 

 (2) 建築物は、延べ床面積が原則２００平方メートル

以下の平家建であること（既存の建物を用途変更す

る場合は、農家レストランとして使用する部分の延

べ床面積が原則２００平方メートル以下とし、平屋

建に限らない。）。 

 (3) 周囲の景観と調和するように配慮されているこ

と。 

 (4) 給水の水源は、原則として水道水によるものと

し、やむを得ず井戸水とする場合は、食品衛生法

（昭和２２年法律第２３３号）の規定による基準を

満たす水質であること。 

 (5) 下水道供用開始区域外において排水を浄化槽で対

応する場合は、適正に放流先が確保されているこ

と。 

 (6) 施設に見合った適正な台数の駐車場を確保するこ

と。 
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第１号様式（第３条関係） 

土地所有者等使用同意書 

年  月  日 

（宛先） 

 秦野市長 

土地所有者（権利者）（※）       

住  所             

氏  名             

電話番号             

（※）法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名を記

入し、押印してください。法人以外の場合でも、本人（代表者）が署名しない

ときは、記名押印してください。 

 

農家レストラン設置認定申請者（              ）が実施

（変更）する事業については、異議がないので、次の土地の使用について同意

します。 

また、同意の前提として、    年  月  日に事業計画の説明を受け、

その内容を確認しました。 

 

１ 農家レストラン認定（変更）申請者の氏名又は名称及び代表者の氏名 

 

２ 所在地 

 

３ 土地使用の承諾期間 

    年  月  日～    年  月  日 

４ 土地の一覧 

所在及び地番 地目 面積 摘要 

    

    

    

    

    

※所有権以外の権利を有する者の土地がある場合は、摘要欄に権利の種類を

明記してください。 
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第２号様式（第３条関係） 

隣接土地所有者等使用同意書 

年  月  日  

 （宛先） 

秦野市長 

隣接土地所有者・耕作者（※）      

住  所             

氏  名             

電話番号             

（※）法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名を記

入し、押印してください。法人以外の場合でも、本人（代表者）が署名しない

ときは、記名押印してください。 

 

農家レストラン設置認定申請者（              ）が実施

（変更）する事業について同意します。 

また、同意の前提として、    年  月  日に事業計画の説明を受け、

その内容を確認しました。 

 

１ 農家レストラン認定（変更）申請者の氏名又は名称及び代表者の氏名 

 

２ 所在地 

 

３ 隣接する土地の一覧 

所在及び地番 地目 面積 摘要 
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第３号様式（第３条関係） 

農家レストラン設置認定申請書 

年  月  日  

 （宛先） 

秦野市長 

申 請 者（※）         

住 所             

氏 名             

（※）法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名を記

入し、押印してください。法人以外の場合でも、本人（代表者）が署名しない

ときは、記名押印してください。 

担当者名              

連絡先電話番号              

 

 農家レストランの設置について認定を受けたいので、秦野市農家レストラン

の設置の認定に関する要綱第３条第２項の規定により、関係書類及び図面を添

えて次のとおり申請します。 

添付書類 

１ 土地所有者等使用同意書（第１号様式） 

２ 隣接土地所有者等同意書（第２号様式） 

３ 農家レストラン事業計画書（第４号様式） 

４ 秦野市農家レストランの設置の認定に関する要綱別表に規定する申請者の

要件を満たしていることを証する書類の写し 

５ 運転免許証その他公的機関が発行した本人確認書類の写し（法人の場合に

あっては、登記事項証明書) 

６ 農家レストランの位置図並びに付近の見取図、平面図、立面図及び排水系

統図 

７ 農家レストラン計画地の登記事項証明書及び公図の写し（建築物を新築す

る場合その他事業の実施により周辺の土地に影響がある場合） 

８ 水質検査結果書（水道水以外の水を使用する場合） 

９ 提供予定メニュー 

１０ その他（                           ）
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第４号様式（第３条関係） 

農家レストラン事業計画書 

1 施設の概要 

レストラン名称

(仮称) 

 

所在地 秦野市 

申請地面積 ㎡ レストラン敷地面積 ㎡ 

申請地地番 土地の表示 

(字名及び地番) 
地目 面積 

所有者以外の 

権利種類 

  ㎡  

  ㎡  

  ㎡  

  ㎡  

合計      筆 － ㎡ － 

工期 着工予定日 年    月    日 

完了予定日 年    月    日 

開設予定日 年    月    日 

駐車場台数 大型    台分 乗用車    台分 

営業時間 午前  時から午後  時まで 休日  

２ 年間計画（使用する農産物） 

 (1) 自己生産物及び市内生産物 

主
要
農
産
物 

使用品目 仕入先 仕入量 仕入額 

 自己・市内   

 自己・市内   

 自己・市内   

 自己・市内   

 自己・市内   

その他            自己・市内   

合計 ① ② 

 (2) (1)以外のもの（市外で生産されたもの） 

 仕入量 仕入額 

 ③ ④ 

 (3) 材料使用割合 

自己生産物及び市内生産物の使用割合(量) 

【①/(①＋③)】 
⑤      ％ 

自己生産物及び市内生産物の使用割合(金額) 

【②/(②＋④)】 
⑥      ％ 

※⑤又は⑥が５０％以上となること
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第５号様式（第３条関係） 

秦野市指令第    号  

年  月  日  

 

         様 

 

秦野市長            

 

農家レストラン認定（不認定）通知書 

 

年  月  日付けで認定の申請がありました農家レストランの設置

については、次のとおり決定しましたので、秦野市農家レストランの設置の認

定に関する要綱第３条第３項の規定により認定します。 

 

□ 次のとおり認定します。 

レストラン名称  

所在地 秦野市 

事業区域面積 ㎡ レストラン敷地面積 ㎡ 

駐車場台数 大型    台分、乗用車    台分 

営業時間 午前   時から午後  時まで 

認定の条件 

・秦野市農家レストランの設置の認定に関する要綱別表に掲げる要件に適合

した運営をすること。 

・必要な関係法令を遵守すること 

 

□ 次の理由により認定しません。 

 （理由:                             ） 
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第６号様式（第４条関係） 

農家レストラン事業計画変更申請書 

年  月  日  

 （宛先） 

秦野市長 

申 請 者（※）         

住 所             

氏 名             

（※）法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名を記

入し、押印してください。法人以外の場合でも、本人（代表者）が署名しない

ときは、記名押印してください。 

担当者名              

連絡先電話番号              

 

農家レストランの事業計画を変更したいので、秦野市農家レストランの設置

の認定に関する要綱第４条第１項の規定により、関係書類及び図面を添えて次

のとおり申請します。 

 

１ 変更する内容 

項目 変更前 変更後 

   

２ 添付書類（変更する項目に関係する書類のみ提出） 

 (1) 土地所有者等使用同意書（第１号様式） 

 (2) 隣接土地所有者等同意書（第２号様式） 

 (3) 農家レストラン事業計画書（第３号様式） 

 (4) 秦野市農家レストランの設置の認定に関する要綱別表に規定する申請者

の要件を満たしていることを証する書類の写し 

 (5) 運転免許証その他公的機関が発行した本人確認書類の写し（法人の場合

にあっては、登記事項証明書) 

 (6) 農家レストランの位置図並びに付近の見取図、平面図、立面図及び排水

系統図 

 (7) 農家レストラン計画地の登記事項証明書及び公図の写し（建築物を新築

する場合その他事業の実施により周辺の土地に影響がある場合） 

 (8) 水質検査結果書（水道水以外の水を使用する場合のみ） 

 (9) 提供予定メニュー 

 (10) その他(                          )
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第７号様式（第４条関係） 

秦野市指令第    号  

年  月  日  

 

         様 

 

秦野市長            

 

農家レストラン事業計画変更認定（不認定）通知書 

 

     年  月  日付けで変更の申請があった、農家レストランの事業

計画について、次のとおり決定しましたので、秦野市農家レストランの設置の

認定に関する要綱第４条第２項の規定により通知します。 

 

□ 次のとおり認定します。 

レストラン名称  

所在地 秦野市 

事業区域面積 ㎡ レストラン敷地面積 ㎡ 

駐車場台数 大型    台分、乗用車    台分 

営業時間 午前   時から午後  時まで 

認定の条件 

・必要な関係法令を遵守すること 

 

□ 次の理由により認定しません。 

（理由:                              ） 
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第８号様式（第７条関係） 

農家レストラン実績報告書 

年  月  日  

（宛先） 

秦野市長 

申 請 者（※）         

住 所             

氏 名             

（※）法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名を記

入し、押印してください。法人以外の場合でも、本人（代表者）が署名しない

ときは、記名押印してください。 

担当者名              

連絡先電話番号              

 

秦野市農家レストランの設置の認定に関する要綱第７条の規定により、事業

の実績を報告します。 

１ 報告対象期間    年  月  日～    年  月  日 

２ 年間実績(使用した農産物) 

(1) 自己生産物及び市内生産物 

主
要
農
産
物 

使用品目 仕入先 仕入量 仕入額 

 自己・市内   

 自己・市内   

 自己・市内   

 自己・市内   

 自己・市内   

その他            自己・市内   

合計 ① ② 

(2) (1)以外のもの(市外で生産されたもの) 

 仕入量 仕入額 

 ③ ④ 

(3) 材料使用割合 

自己生産物及び市内生産物の使用割合(量) 

【①/(①＋③)】 

⑤       ％ 

自己生産物及び市内生産物の使用割合(金額) 

【②/(②＋④)】 

⑥       ％ 

３ 添付資料  

提供している商品のメニュー 
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第９号様式（第９条関係） 

農家レストラン廃業届 

年  月  日  

 （宛先） 

秦野市長 

 

申 請 者（※）         

住 所             

氏 名             

（※）法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名を

記入し、押印してください。法人以外の場合でも、本人（代表者）が署名し

ないときは、記名押印してください。 

担当者名              

連絡先電話番号              

 

農家レストランを廃業しましたので、秦野市農家レストランの設置の認定に

関する要綱第９条第２項の規定により届け出ます。 

 

レストラン名称  

所在地 秦野市 

廃業年月日     年  月  日 

廃業の理由 

 

 

 

 



資料２ 

観光資源の有効な利用上必要な建築物等に係る「都市計  

画法第３４条第２号」の運用基準（案）  

 

令和   年   月   日施行   

 

 

市街化調整区域内における観光資源の有効な利用上必要な建築物等

に係る開発行為等に関する「都市計画法第３４条第２号」の規定の運

用基準は、申請の内容が次の各項に該当するものであることとする。  

 

１  申請建築物等は、対象となる観光資源との相乗効果により利用者

の増加が見込まれるものであること、又は、これと同等とみなされ

るものであること。  

２  申請建築物等が当該観光資源の鑑賞のための展望台その他の利用

上必要な施設､観光価値を維持するため必要な施設、宿泊又は休憩施

設その他これらに類する施設で観光資源および周辺の環境を著しく

悪化させる恐れがないものであること。  

３  申請建築物等が本市の観光振興に係る施策に適合するものである

こと。また、必要に応じて農業振興に係る施策に適合するものであ

ること。  

４  申請建築物等が本市の景観に係る施策に適合するものであること。 

５  当該土地が農地で農地転用が必要な場合は、農地転用の許可を受

けられるものであること。  

 

審査上の留意点  

・第１項から第３項に該当するものであることの判断は、観光振興主

管課、また、必要に応じて農業振興主管課と協議・調整の上行うこ

と。  

・第４項に該当するものであることの判断は、景観主管課と協議・調

整の上行うこと。  

・当運用基準により許可した施設の業務形態が変更する場合は、用途

の変更がない場合においてもその都度協議すること。  



観光資源の有効な利用上必要な建築物等に係る「都市計  

画法第３４条第２号」の取扱基準（案）  

令和３年   月   日   

 

観光資源の有効な利用上必要な建築物等に係る「都市計画法第３４

条第２号」の運用基準について、次のとおり取扱いするもの。  

 

１  運用基準１  

(1)   対象となる観光資源は、ヤビツ峠、表丹沢野外活動センター、

弘法山公園、震生湖、秦野戸川公園、田原ふるさと公園をいう。 

(2)   これと同等とみなされることとは、秦野市農家レストラン設置

認定要綱により農家レストラン（以下、農家レストランという。）

として市長の認定を受けること、及び、農家レストランが観光資

源や観光農園などに近接するなど関係性を有していることをい

う。  

  

２  運用基準２  

「申請建築物等が当該観光資源の鑑賞のための展望台その他の利

用上必要な施設､観光価値を維持・補完するため必要な施設、宿泊又

は休憩施設その他これらに類する施設」は次のとおりとする。  

ただし、農家レストランについては、 7 号の規定のみ適用する。  

(1)  当該観光資源の鑑賞のための展望台  

観光資源を鑑賞することを目的とした建築物  

(2) その他利用上必要な施設  

観光資源の維持・補完を目的とした事務所、受付所、案内所、ト

イレ、東屋、地域観光・産業・物産を紹介し体験する施設及び観光

資源鑑賞のための施設  

 (3) 観光価値を維持するため必要な施設、宿泊又は休憩施設その他

これらに類する施設  

ア  宿泊施設  

    旅館業法第３条による許可を要する旅館、ホテル、民宿、ペン

ション、キャンプ場、バンガロー及びコテージ  

イ  休憩施設  



    食品衛生法施行令第３５条第２号にいう喫茶店営業の店舗  

ウ  その他これらに類する施設  

(ｱ) 食品衛生法施行令第３５条第１号にいう飲食店営業の店舗  

(ｲ) 秦野市内の特産品及び地場産品等の販売店  

(ｳ) その他観光振興主管課と協議のうえ必要と認めた施設  

エ  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条の

営業を行う施設及び同第３条による許可を要する営業を除くも

のとする。  

(4) 施設の敷地面積については、各計画の必要最小限とする。  

 (5) 施設の位置については、次の範囲内に施設の建築敷地がすべて

包含されていること。ただし、すべてが包含されない場合は、施設

をその場所に設置する必要性、観光資源と施設間の交通の利便性

及び動線等を勘案し、観光振興主管課と検討したうえで必要と判

断したものであること。  

ア  ヤビツ峠  

  ヤビツ峠ロータリーより半径 100ⅿ以内  

イ  表丹沢野外活動センター  

  管理棟より半径 300ⅿ以内  

ウ  弘法山公園及び秦野戸川公園  

都市計画公園決定区域境より 100ⅿ以内  

オ  震生湖  

福寿弁財天より半径 200ⅿ以内  

カ  田原ふるさと公園  

  ふるさと伝承館から半径 300ⅿ以内  

 (6) その他  

  ア  建築基準法第４２条第１項第１号による道路（以下「１項１

号道路」）に接道していること。ただし、それ以外の道路に接道

している場合は１項１号道路に至るまでが幅員４ⅿ以上の道路

として整備されている（事業者において整備するものも含む）

こと。  

なお、接道する道路について、都市計画法第３３条及び他の  

   法令等の基準により４ⅿを超える場合はその幅員以上とする。  

イ  給排水施設が整備されている（事業者により整備する場合も  



含む）こと。  

ウ  他の法令の規定に抵触しないこと。  

(7) 農家レストランについての規定  

  ア  施設の敷地面積は、原則１，０００平方メートル未満とする。  

    イ  施設の敷地は、建築基準法第４２条第１項第１号による道路

（以下「１項１号道路」）に接道していること。ただし、それ以

外の道路に接道している場合は１項１号道路に至るまでが幅員

４ⅿ以上の道路として整備されている（事業者において整備す

るものも含む）こと。  

なお、接道する道路について、都市計画法第３３条及び他の  

   法令等の基準により４ⅿを超える場合はその幅員以上とする。  

   ウ  申請建築物の規模等は、次の要件に適合すること。  

  (ｱ)建築物の延床面積は、原則２００平方メートル以下とするこ

と。  

  (ｲ)建築物は、平屋建てとすること。  

   ただし、既存建築物を用途変更する場合においては、農家レス

トランとして使用する部分の延床面積が原則２００平方メート

ル以下とし、２階建て以下かつ高さ１０メートル以下とするこ

と。  

エ  食品衛生法施行令第３５条第１号にいう飲食店営業の店舗、

及び食品衛生法施行令第３５条第２号にいう喫茶店営業の店舗

とし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２

条の営業を行う施設及び同第３条による許可を要する営業を除

くものとする。  

  

３  運用基準３  

観光振興に係る施策に適合するものとし、観光振興主管課と協議

するものとする。  

農家レストランについては、農業振興主管課とも協議するものと

する。  

 

４  運用基準４  

  ふるさと秦野生活美観計画及び秦野市景観まちづくり条例に適合



し、周囲の景観と調和のとれたものであることとし、景観主管課と

協議するものとする。  

５  運用基準５  

農地転用が必要な場合は、都市計画法の事前相談前に農業委員会

と連絡を密にし、農地転用が可能であることが見込まれる場合に限

り事前相談を受け付けることとする。  

 

６  審査上の留意点  

(1) 第 1 項から第 3 項に該当するものであることの判断について、

都市計画法開発許可主管課は観光振興主管課と連絡を密にし、支

障がないと判断された場合に限り事前相談を受け付け、観光振興

主管課の合議を得ることとする。  

   農家レストランについては、農業振興主管課の合議も得ること

とする。  

 (2) 第 4 項に該当するものであることの判断は、開発許可主管課と

景観主管課と連絡を密にし、協議については、まちづくり条例の

手続きの中で協議する。  

 (3) 当運用基準により許可した施設の業務形態が変更する場合は、

用途の変更がない場合においてもその都度協議し、当運用基準に

適合しているか判断するものとする。  

（ 4）  農家レストランについて、認定要綱の規定により認定取消とな

る場合、農業振興主管課と協議し、事業者に対して是正指導を行

うものとする。  

 


